
4令和 4年（2022年）3月21日
江東区ホームページ　https://www.city.koto.lg.jp
　　　　　　　　　　https://www.city.koto.lg.jp/m（携帯）

地域で活動する団体のイベント・活動情報などが集まるポータルサイトです。情報収集・発信の場としてご活用下さい。
［パソコンから］http://kotocommu.net/　［携帯電話から］http://genki365.net/gnkk22/i/
※右記の二次元コードからも入れます問▢区民協働推進担当☎3647-8570、℻3647-8441 PC版 携帯版

4月の健康相談等
城東保健相談所　

〒136-0072大島3-1-3　
☎3637-6521　
℻3637-6651

深川保健相談所　
〒135-0021白河3-4-3-301　

☎3641-1181　
℻3641-5557

深川南部保健相談所　
〒135-0051枝川1-8-15-102　

☎5632-2291　
℻5632-2295

城東南部保健相談所　
〒136-0076南砂4-3-10　

☎5606-5001　
℻5606-5006

区分  対象住所
対象者 

亀戸・大島・東砂（1丁目
～3丁目）にお住まいの
方 

下欄※1をご参照くだ
さい 

塩浜・枝川・豊洲・東雲・
有明・辰巳・潮見・青海・
海の森にお住まいの方

下欄※2をご参照くだ
さい 

一般精神保健相談

一般区民

18（月）・28（木）
13：30～15：30

6（水）9：30～11：30　
22（金）13：30～15：30

4（月）
13：30～15：30

8（金）
13：30～15：45

思春期精神保健相談 27（水）
14：00～15：30

15（金）
9：30～11：30

11（月）
14：00～15：30

13（水）
9：30～11：45

子育て相談 7（木）
13：30～15：30

15（金）
13：30～15：30

22（金）
13：30～15：30

1（金）
13：30～16：30

高齢者精神保健相談 15（金）
13：30～15：00

14（木）
13：30～15：30

7（木）
14：00～16：00

今回の予定は
ありません

アルコール相談 一般区民 相談は随時行っています。まずは各保健相談所にご相談ください。

難病療養相談
一般区民

11（月）
13：30～15：00

28（木）
13：30～15：30

21（木）
13：30～15：00

18（月）
13：30～15：30

栄養相談 4（月）・18（月）
9：00～15：30

4（月）・18（月）
9：00～15：30

14（木）・27（水）
9：00～15：30

8（金）・27（水）
9：00～15：30

両親学級（平日版） 赤ちゃんが産まれる
ご夫婦 開催についての詳細はホームページをご確認ください。

4か月児健康診査 （個別通知制） 12（火）・20（水）・26（火） 14（木）・21（木）・27（水） 12（火）・20（水）・26（火） 4（月）・12（火）・19（火）

育児学級
9～10か月児の保護者 20（水）9：30～11：00 15（金）10：00～11：30 14（木）9：30～10：45 5（火）9：30～10：30

1歳6か月～2歳未満児の
保護者 27（水）9：30～11：00 22（金）9：30～10：30 27（水）9：30～10：45 12（火）9：30～10：30

3歳児健康診査 （個別通知制） 13（水）・19（火）・27（水） 13（水）・20（水）・28（木） 13（水）・19（火）・27（水） 5（火）・25（月）

1歳児・2歳児歯科相談 （個別通知制） 対象者には個別に郵送でご案内します
は予約制です。電話、ファクスまたは直接各保健相談所へお申し込みください。

※ 1  清澄・常盤・新大橋・森下・平野・三好・白河・高橋・佐賀・永代・福住・深川・冬木・門前仲町・富岡・牡丹・古石場・越中島・千石・石島・千田・海辺・扇橋・猿江・ 
住吉・毛利・木場・東陽・新砂（ 1 丁目 1 番）・南砂（ 2 丁目 1 番 1 号～ 5 号・ 5 番～ 7 番）にお住まいの方

※ 2 北砂・東砂 4 ～ 8 丁目・南砂（ 2 丁目 1 番 1 号～ 5 号・ 5 番～ 7 番を除く）・新砂（ 1 丁目 1 番を除く）・新木場・夢の島・若洲にお住まいの方
●食の安全については、食の安全係☎3647-5812へ　●シックハウスについては、シックハウス相談窓口☎3647-5862へ　●上記以外の医療については、医療相談窓口☎3647-5870へご
相談ください。
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　活力あるまちづくりのためには、区内経済や中小企業の活性化が不可欠です。区では、中小企業支援のための各種補助事業を
行っています。補助対象や内容、条件などの詳細は区ホームページをご覧ください。
申▢ 区ホームページよりダウンロードした申請書に必要書類および資料を添付し、〒135-8383区役所経済課産業振興係（区役所4

階29番）へ郵送または持参☎3647-2332、℻3647-8442

対 象 経 費 事務所・店舗等の月額賃料
（住居兼事務所は補助対象外）

金額・期間 下表のとおり　24か月
対 象 者 令和4年度内に創業し、店舗等が区内にあるもの

件 数 製造業1件、製造業以外7件
※書類審査のうえ、申請者多数の場合は抽選

締 切 7／29（金）必着

創業支援　事務所・店舗等の賃料

補助月数 上限額と補助率

補助開始月～12か月目
（1年目）

製造業　
月額　10万円 月額賃料の1／2以内

製造業以外　
月額　5万円 月額賃料の1／4以内

13か月目～24か月目
（2年目）

製造業　
月額　5万円 月額賃料の1／2以内

製造業以外　
月額　3万円 月額賃料の1／4以内

※製造業とは、日本標準産業分類で定める大分類「製造業」

対 象 経 費 出展料・出展小間料
金 額 対象経費の3分の2以内で上限20万円

対 象 者
区内中小企業
※ 直近2か年度連続でこの補助金の交付を受けた

場合は対象外
対 象 事 業 国内外で開催される展示会、見本市等への出展
締 切 出展する展示会等の開催前に申請

展示会・見本市への出展経費

都立産業技術研究センター利用料

対 象 経 費 製品・技術の研究開発のため、都産技研の有償サ
ービスを利用した場合の料金

金 額 対象経費の3分の2以内で、年度内上限15万円
対 象 者 区内中小企業

ホームページ作成費

対 象 経 費
初めてホームページを開設する際の作成費用

［外部委託］ホームページ作成委託費
［自社作成］ホームページ作成ソフトおよび解説書
［共通］ドメイン取得費用、サーバー利用初期費用

金 額 対象経費の2分の1以内で上限10万円

対 象 者 区内中小企業または区内中小企業団体
※ホームページの公開前に申請

研究開発費

対 象 事 業
中小企業が自らまたは大学等と共同して行う研究
開発で令和4年度中に事業が完了するもの（新製品
の開発、機械器具（装置）の高性能化、新物質（新材
料）の開発、新工法の開発など）

金 額 対象経費の3分の2以内で上限300万円
対 象 者 区内中小企業
件 数 7件（予定）
締 切 6／30（木）必着

小規模な産学連携共同研究費
対 象 経 費 大学等に支払う共同（委託）研究に係る契約金
金 額 対象経費の2分の1以内で上限20万円
対 象 者 区内中小企業

対 象 事 業 大学等との共同（委託）研究
※研究開発の完了後、6か月以内に申請

生産性向上のためのICT等導入費

対 象 経 費 システム、ソフトウェアの開発・導入費、
IoT機器・キャッシュレス端末導入費など

金 額 対象経費の2分の1以内で上限50万円

対 象 者 区内中小企業者
※区の派遣する専門家との事前相談が必要

対 象 事 業 業務効率化その他の生産性向上のためのICT機器
等の導入

知的財産権（特許権・実用新案権・
意匠権・商標権）取得費

対 象 経 費 出願料、特許料、登録料、審査請求料、弁理士に
支払う報酬

金 額 対象経費の2分の1以内で上限10万円（特許権の取
得にあっては上限30万円）

対 象 者
区内中小企業
※ 出願申請の日の翌日から起算して1年以内に申

請

新製品・新技術広告宣伝費

対 象 経 費 新聞・企業雑誌等への広告掲載料（自社で新たに
開発した製品を紙媒体へ掲載した場合のみ）

金 額 対象経費の3分の2以内で上限100万円

対 象 者 区内中小企業
※前年度この補助金の交付を受けた場合は対象外

件 数 3件（予定）

環境認証等取得費

対 象 経 費 ISOやエコアクション21等の環境認証やプライバ
シーマークを新たに取得する場合の経費

金 額 下表のとおり

対 象 者 区内中小企業
※取得日の翌日から起算して6か月以内に申請

対象となる環境認証等 対象経費 補助率 限度額

ISO9001

審査登録機関の審
査に要する費用、
コンサルタント委
託料

1／2以内

50万円ISO14001

ISO27001

エコアクション21
20万円

プライバシーマーク


